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（
質
問
の 

一
） 

答

弁

第

一

号 

   

衆
議
院
議
員
松
平
忠
久
君
提
出
中
小
企
業
向
け
金
融
機
関
の
不
正
融
資
並
び
に
不
正
業
務
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
三
四
第
一
号 

昭
和
三
十
五
年
二
月
二
十
三
日 

衆

議

院

議

長 
淸 

瀨 

一 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

岸 
 

信 

介 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
松
平
忠
久
君
提
出
中
小
企
業
向
け
金
融
機
関
の
不
正
融
資
並
び
に
不
正
業
務
に
関
す 

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

横
浜
銀
行
大
雄
山
支
店
に
お
い
て
不
祥
事
件
が
あ
り
、
こ
の
事
件
の
当
事
者
で
あ
る
支
店
長
が
た
ま
た
ま
土

地
の
素
封
家
で
あ
つ
た
こ
と
等
か
ら
そ
の
人
物
を
過
信
し
、
異
例
の
長
期
に
わ
た
り
同
一
人
を
そ
の
職
に
置
い

て
い
た
こ
と
等
の
た
め
、
こ
れ
が
相
当
長
期
間
発
見
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
遺
憾
で
あ
る
。 

事
件
の
発
見
後
は
、
貸
出
し
の
回
収
に
つ
と
め
る
ほ
か
、
本
人
の
私
財
を
提
供
さ
せ
る
等
の
善
後
措
置
を
講

じ
て
き
て
い
る
の
で
、
預
金
者
に
対
す
る
不
安
は
全
く
な
い
状
況
に
あ
る
。 

二 

同
銀
行
は
、
そ
の
健
全
性
に
お
い
て
、
数
年
来
急
速
に
改
善
さ
れ
て
き
て
お
り
、
現
在
特
に
問
題
と
す
べ
き

状
態
に
は
な
い
。 

三 

千
葉
銀
行
の
株
式
会
社
レ
イ
ン
ボ
ー
に
対
す
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
極
力
整
理
回
収
す
る
よ
う
指
示
し
て
お

り
、
最
近
ま
で
で
相
当
程
度
の
減
少
を
み
て
い
る
。
し
か
し
、
債
権
額
も
相
当
の
額
に
上
る
の
で
、
そ
の
整
理 



四 

永
代
信
用
組
合
の
業
務
運
営
に
つ
い
て
、
同
組
合
の
所
管
庁
で
あ
る
東
京
都
庁
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
次
の

よ
う
な
報
告
が
あ
つ
た
。 

回
収
に
は
か
な
り
の
時
日
を
要
す
る
も
の
と
見
込
ま
れ
、
ま
だ
全
額
整
理
完
了
に
は
至
つ
て
い
な
い
。
大
蔵
省

に
お
い
て
は
三
十
二
年
以
後
三
十
四
年
に
も
検
査
を
行
な
う
ほ
か
、
債
権
整
理
状
況
に
つ
い
て
常
時
報
告
を
徴

す
る
等
特
別
の
監
督
を
行
な
い
、
整
理
の
進
ち
よ
く
を
図
つ
て
い
る
。 

（（三） 

同
組
合
が
融
資
先
の
会
社
の
乗
つ
取
り
を
行
な
つ
た
事
実
は
、
同
組
合
の
検
査
結
果
か
ら
で
は
つ
ま
び
ら 

二） 

区
域
外
の
事
業
会
社
に
対
す
る
融
資
は
認
め
ら
れ
な
い
。 

（一） 

同
組
合
の
一
組
合
員
に
対
す
る
貸
出
し
制
限
は
、
業
務
方
法
書
に
組
合
員
勘
定
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
定
め 

ら
れ
て
い
る
が
、
鎌
倉
ハ
ム
食
品
工
業
株
式
会
社(

本
社 

東
京
都
中
央
区)

及
び
一
元
青
果
株
式
会
社(

本

社 

東
京
都
千
代
田
区)

に
対
す
る
貸
出
し
等
こ
の
限
度
を
越
え
る
も
の
が
若
干
認
め
ら
れ
る
。 

か
で
な
い
。 

四 

 



 

五 

（四） 
所
管
信
用
組
合
の
大
口
貸
出
し
、
区
域
外
貸
出
し
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
別
会
議
等
の
機
会
を 

利
用
し
て
指
導
を
行
な
う
と
と
も
に
、
検
査
の
際
こ
れ
ら
貸
出
し
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
厳
重
な
警
告
を

発
し
、
事
後
検
査
を
行
な
つ
て
改
善
せ
し
め
て
い
る
。 

な
お
、
信
用
組
合
に
対
す
る
行
政
監
督
権
限
は
、
都
道
府
県
の
範
囲
を
越
え
な
い
地
域
を
地
区
と
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
管
轄
都
道
府
県
知
事
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
大
蔵
大
臣
は
、
各
都
道
府
県
知
事
に
対
し
通

達
を
発
し
、
信
用
組
合
の
監
督
強
化
を
指
示
す
る
と
と
も
に
、
検
査
要
員
の
指
導
を
行
な
う
等
金
融
行
政
の
統

一
的
運
営
を
図
る
よ
う
措
置
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




